
１ 施設基準の届出状況等の確認にあたって 

 

（１）施設基準の届出内容に変更がある場合は、届出が必要です。 

施設基準の届出受理後に、届出内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさな

くなった場合又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合には、遅滞なく届出を行

う必要があります。 

施設基準については各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月

の１日から当該届出に係る診療（調剤）報酬を算定することとなります。また、月の最

初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の１日から算定すること

となります。 

 

（２）施設基準に該当しなくなった場合は、届出が必要です。 

施設基準に該当しなくなった場合は、速やかに「辞退届」の提出をお願いします。 

 

（３）保険薬剤師の異動がある場合は、届出が必要です。 

保険薬局に勤務する保険薬剤師について、①雇用、②退職、③常勤・非常勤の変更が

あった場合は、「届出事項変更（異動）届」の「保険医又は保険薬剤師」欄に必要事項を

記載のうえ、速やかに提出をお願いします。 

 

２ 報告書作成及び提出にあたって 

 

（１）様式は必ず令和６年度版を使用してください。 

   なお、各様式への押印は不要です。 

また、ホームページには「令和６年度定例報告に係るＦＡＱ（よくある質問）」も掲載し

ておりますので、書類作成時の参考等にご活用ください。 

業務内容 > 保険医療機関・保険薬局の方へ > 令和６年度施設基準の届出状況等の報告（定例報告） 

 

（２）提出方法について 

郵送または電子申請による提出について特段のご理解・ご協力をいただきますようお

願いいたします。 

 

（３）ご不明な点につきましては、九州厚生局各県事務所（福岡県は指導監査課）ま

でお問い合わせください。 

 

留意事項 


